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 介護職員基礎研修  介護サービスの質の向上を図る上で、介護職員の専門性を高めることが必要であること

から、施設、在宅を問わず、介護職員として介護サービスに従事する職員の共通の研

修。講義・演習を３６０時間、施設等における実習を１４０時間の合計５００時間の履修が

必要。 

    

 介護福祉士  介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、

身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者に入

浴、排泄、食事その他の介護を行い、介護サービス利用者や介護者を指導することを業

とする者。 

    

 介護保険事業計画  介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、厚生労働大臣が定める基本指

針に則して、市町等が３年を１期として策定する計画。主な策定事項は次のとおり。 

（１）各年度の生活圏域毎の介護給付、予防給付、地域密着型サービス等の種類ごとの

量の見込み及び地域密着型サービスの種類ごとの必要利用定員総数 

（２）各年度における地域支援事業に要する費用と事業量の見込み 

（３）（１）及び（２）の見込み量確保のための方策 

（４）（１）の各サービス事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業 

（５）（１）及び（２）の円滑な提供・実施を図るための事業に関する事項等 

    

 介護保険事業支援計

画 

 市町等の介護保険運営主体を支援するため、厚生労働大臣が定める基本指針に則し

て、県が３年を１期として策定する計画である。主な策定事項は次のとおり。 

（１）各年度の種類ごとの介護保険施設及び地域密着型サービスの必要利用定員総数 

（２）各年度の圏域ごとの介護保険施設及び地域密着型サービスの必要利用定員総数 

（３）施設における生活環境の改善のための事業に関する事項 

（４）介護サービス情報の公表に関する事項 

（５）介護支援専門員、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確

保、資質向上に関する事項 

（６）介護保険施設の相互間の連携に関する事項 

（７）介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項等 

    

 介護保険施設  介護保険法による施設サービスを行う施設で、①指定介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）、②介護老人保健施設、③指定介護療養型医療施設（介護療養病床）の３種

類があり、施設サービス計画に基づき必要な介護及び日常生活上の世話を行う。 

    

 介護予防  高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ（発生を予防する）こと、あるいは、要介

護状態であっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする（維持･改善を図る）こと。 

    

 介護労働安定センタ

ー 

 財団法人介護労働安定センター。介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上、そ

の他の福祉の向上を図るための総合的支援機関であり、各県に支部がある。 

介護労働講習、介護事業者向け保障制度、雇用管理についての相談援助・情報提供、

介護基盤人材確保助成及び介護雇用管理助成等を実施している。 

    

 回復期リハビリテー

ション病棟 

 平成12年の診療報酬改定により導入されたもので、脳血管障害や骨折の手術・急性期

の治療を受けた後の回復期の患者に対して、機能の回復やADL能力の向上を図り、社

会や家庭への復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師・看護師・理学療法

士・作業療法士等が共同で作成し、そのプログラムに基づきリハビリテーションを集中的

に行う病棟。 
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 キッズサポーター  子どもたちが認知症や高齢者に対する理解を深め、地域で認知症の方やその家族を暖

かく見守り応援してくれるよう、教育現場の協力のもと、小中学生を対象にした認知症サ

ポーター（「認知症サポーター」の項参照）。 

    

 居宅介護支援  居宅の要介護者が、介護保険の居宅サービスその他の保健医療サービス等を適切に

利用できるよう、要介護者の心身の状況や置かれている環境、本人・家族の希望を勘案

して居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づくサービスの提供が確保さ

れるよう、サービス事業者などとの連絡調整を行うなどの支援を行うこと。 

    

 居宅療養管理指導  介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。居宅の要介護者に対して、医師・歯科

医師・薬剤師等が療養上の管理や指導を行う。 

    

 グループホーム  認知症高齢者が地域社会において共同生活を営む住居またはその形態。 

    

 ケアカンファレンス  事例の援助過程において、的確な援助を行うために援助に携わる者が集まり、討議す

る会議のこと。 

    

 ケア付き住宅  ひとり暮らし高齢者、高齢者単独世帯、又は身体障がいのある人々 が安心して生活でき

るよう設備・構造等が配慮されているとともに、緊急時の対応やホームヘルパーの派遣

等による介護サービスの提供などのサービスが確保された住宅。 

    

 ケアハウス  軽費老人ホームの一形態。６０歳以上（夫婦の場合どちらか一方が６０歳以上）で、か

つ、身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため、独立して生活するには不安

が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者が、低料金で利用でき、ひ

とり暮らしや夫婦のみの高齢者が自立した生活を送るように工夫された施設。 

    

 ケアプラン  個々 人のニーズに合わせた適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるように、ケア

マネジャーを中心に作成される介護計画のこと。 

    

 ケアマネジャー  「介護支援専門員」参照。 

    

 軽費老人ホーム  無料又は低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を

供与することを目的とする施設。 

    

 圏域  県介護保険事業支援計画及び高齢者福祉計画において県が設定する広域の単位(圏

域)。高齢者福祉計画において施設整備の調整など広域における調整が不可欠であるこ

とから、二次医療圏を一つの目安とされている。高齢者福祉圏域 

    

 高齢者虐待  高齢者に対して、家族を含む他者から行われる人権侵害の行為。近年、家族やサービ

ス提供における虐待の実態が明らかにされ、その防止は大きな課題となり、平成17年

には、いわゆる「高齢者虐待防止法」が成立した。虐待は、「身体的虐待」「介護・世話の

放棄・放任（ネグレスト）」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」に分類される。 
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